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要請活動報告

「農業農村整備の集い」に参加

▲挨拶をされる二階俊博全土連会長

北陸四県土地改良事業団体連合会協議会　中央要請

▲自由民主党　下村博文幹事長代行  へ要請

県内 各 農業農村整備事業推進協議会　合同要望・提案活動

▲ 十郷用水土地改良区　山本文雄理事長より
　　　　　 　要請書を受け取る、滝波宏文参議院議員
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「平成28年度  換地計画実務研修会」を開催

10:10 担い手育成について

11:10 換地理論

13:10 土地改良法の概要

14:20 農地中間管理機構について
　

15:30 換地設計基準と評価基準

【カリキュラム】

▲会場風景

土地改良区だより　2016年11月号

福井県土地改良事業団体連合会  総務部 企画開発課　（電話：0776-23-7777）お問い合わせ先

　11月11日（金）坂井北部土地改良区の声掛けにより、北陸農
政局、福井県、NPO法人、土地改良区関係者らが集まり、農地
再生活動に汗を流しました。坂井北部土地改良区では、管内
の耕作放棄地を解消するべく積極的な活動を続けています。

　今回は、担い手育成を目的に丘陵地農業支援センターと協
力し、（株）クボタの社会貢献活動「e-プロジェクト」と連携して
各々の専門知識を生かして農地再生活動がされました。場所
はあわら市北潟天王地区の2.5haの耕作放棄地。当初は、草木
が生い茂っていましたが（右上）、クボタによる農業機械を使っ
た雑木植物の伐採・撤去と、人海戦術による木や竹の根の除
去によって、以前の畑に蘇りました（右下）。

　農地再生の作業が完了すれば、ふくい園芸カレッジの実習
用農地として活用され、耕作放棄地が新たな担い手を育てる
フィールドとなります。

【 坂井北部土地改良区 】

耕作放棄地をなくそう！！　株式会社クボタと連携

全体に草木
がぎっしり！

残った根っこ
も取ります

農地が生き返
りました！
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7

福井県土地改良事業団体連合会  事業部 土地改良課　（電話：0776-23-7775）お問い合わせ先

当組織は、福井市南部に位置し、一級河川日野川及び浅水川を農業用水の取
水源とする穀倉地帯である。
地域内には、国道8号線・北陸自動車道・JR北陸本線
が通り混住化が進展している。営農では農事組合法
人や集落営農による農地集積による営農が行われて
いる。また、農業水路には絶滅危惧種を含む多くの魚
類が生息する等、自然豊かな地域でもある。
本地域は歴史も古く慶長国絵図では、主計郷と記され、また中世には山内筑
後守により「主計用水」（灌漑用水）が開削されている。

地域農業の発展的転換を目指した多面的機能支払の取組み！ 主計の郷を守る会（福井市）

21,694 a

9 a

21,703 a

14 km

39 km

8 km

6 箇所

制度を上手に使って、これからの地域づくりを展開

先人が残した農地・農業用水を後世へ、より良い状態で引継ぐ使命がある。
農業用施設の維持保全 ❖ 土地改良施設の維持管理体制の維持/強化

土地改良区の役割 ❖基盤整備から維持管理に役割が変化

農村環境の保全向上 ❖農業用水の保全（綺麗で新鮮な水の継続監視） ❖希少種の監視/保全

❖基礎的な保全管理による綺麗な農村づくり
❖自然環境と共生した地域づくり
❖足腰の強い農業体制づくり

新たな地域ブランド化による
強い農業経営基盤を構築

活動の役割分担による効率的・効果的な取組みの展開

農地維持支払
❖ 基礎的な保全管理（徹底した草刈り / 泥上げ等）　【集落単位】
❖ 地域資源の適切な保全管理のための推進活動　  【組織全体】

資源向上支払（長寿命化）
❖ 施設の補修/更新　【組織全体】
　（機能診断結果等を基に地域全体の計画を策定）

事務処理の効率化
❖活動記録･確認システムの使用
❖報告書類作成業務等の外部委託Personal Computer

資源向上支払（共同活動）
❖景観形成　【集落単位】　※基礎的な保全活動を実施したうえで集落の自由裁量で実施
❖水質保全（良質な農作物の生産に必要な新鮮で綺麗な水の保全）　　　　【組織全体】
❖生態系保全（地域に生息する絶滅危惧種を含む魚類の保全/環境学習会）   【組織全体】
❖施設の機能診断・軽微な補修　【集落単位】  【組織全体】

多面的機能支払を活用した地域づくり

一水系一農業の推進
強い営農/地域ブランド化を目指し”一水系一農業”の推進を土地改良区として決議。
  【現状】平成27年8月現在

組織再編 / 拡大
【営農面積】　地域全域カバーを目指す ！
【農地集積】　平成27年度95% ⇒ 目標100%

取組み範囲が全て”主計郷” （主計郷を守り、さらに発展させるための取組みの方向性）

農地集積による強い営農
一水系一農業の推進

計画的な施設の整備補修
地域全域を考えた整備計画の立案/実施
地域負担の将来的な軽減
他の補助事業も活用したベストミックス

綺麗で整然とした農村環境
徹底した草刈り/泥上げ等の実施

多面的機能の適切な発揮
農村環境保全活動の継続実施

担い手の負担軽減
地域の農業用施設は地域共同で守る

施設の保全体制の継続化

地域ブランド化の創造
多面的機能支払等の
事業効果を活用した
地域ブランド化 農地維持

共同活動

地域の
営農活動

施設の
長寿命化

区 分
農事組合法人
集落営農組合
認 定 農 業 者
合 計

組織
3
5
2
10

集積面積
105 ha
52 ha
50 ha
207 ha

福井県多面的機能発揮推進協議会では、福井県の素晴らしい農村景観や多面的機能支払による活動事例を収集しています。
皆さんからの情報提供をお願いします。収集した事例等は、ホームページ等を活用し情報発信を予定しています。

活動範囲＝土地改良事業区
（主計郷）

幹線用水路
（主計用水路）

頭首工
（浅水川取水堰）

浅水川

主計神社

主計神社
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世界かんがい施設遺産とは？
　「世界かんがい施設遺産」は、かんがいの歴史・発展を明らかにし、理解
情勢を図るとともに、適切な保全に資することを目的として、歴史的価値の
あるかんがい施設を国際かんがい排水委員会が認定・登録する制度です。
平成26年度の創設以来、現在世界で47施設の登録があり、その内日本から
は平成26年に9施設、27年に4施設、28年に14施設登録されています。

「世界かんがい施設遺産」の対象施設・登録基準
○建設から100年以上経過していること
○次のいずれかの施設であること
 ①ダム（かんがいが主目的）　②ため池等の貯水施設　③堰、分水私設　④水路　⑤古い水車　 
 ⑥その他
○10項目ある基準のうち1つ以上満たす施設であること
 【10項目のうち主な基準】
 ①かんがい農業の画期的な発展、農業発展、食料増産、農家の経済状況改善に資するもの。
 ②構想、設計、施工、規模等が当時としては先進的なもの、卓越した技術であったもの。
 ③長期にわたり特筆すべき運営・管理を行ってきたもの。　　　　等

土地改良区だより　【特別号】

　11月８日（火）タイで開催された国際かんがい排水委員会の国

際執行理事会で、足羽川用水の「世界かんがい施設遺産」への登

録が決まりました。県内での登録は初めてです。

　足羽川用水は、足羽川頭首工から取水し、徳光用水、六条用水

木田用水、社江守用水、足羽四ヶ用水、足羽三ヶ用水、酒生用水の

7つの幹線用水によって、福井市南東部の大穀倉地帯1,997haを

潤しています。本地域は奈良時代に荘園が開かれているものの、

かんがい施設が総延長約22kmもある現在の形に整備されたの

は、1710年頃（江戸時代）といわれます。取水口を一つにして複数

の用水系統を管理する「合口」を取り入れたことで、上流、下流の

水争いの緩和につながりました。現在、東郷地区のおつくね祭り

をはじめ、地域の活性化に用水路の水辺空間が活かされていま

す。また、地域内に点在するビオトープは、子供たちや地域住民

の憩いの場となるだけでなく、地域全体のビオトープネットワー

クの核となっています。このように現在も行われている、用水を活

かした地域づくりも評価されての登録となりました。

　また、12月14日(水)には、農林水産省にて登録証伝達式が開催

され、足羽川堰堤土地改良区連合から吉川强理事長と梯左武良

筆頭理事が出席され、登録証が授与されました。

　今回の登録により、施設の持続的な活用や保全方法の蓄積や、

一般市民や研究者への教育機会の提供など、地域の核としての

更なる活用が求められることでしょう。

【足羽川堰堤土地改良区連合】

福井県内初！ 足羽川用水、世界かんがい施設遺産に登録！！

身近な学びの場　酒生ビオトープでの環境学習会

下流側から望む　足羽川頭首工

当会の山﨑正昭会長に登録の報告
（左から、梯筆頭理事、山﨑会長、吉川理事長）

地域に親しまれる用水　徳光用水（槇山）の風景

福井県土地改良事業団体連合会  総務部 企画開発課　（電話：0776-23-7777）お問い合わせ先



　１月 ２０日（金） 第207回理事会     総務課

　　　  ２３日（月） 平成28年度  災害復旧技術向上のための講習 企画開発課
   （会場：福井県庁　正庁）

　２月  　２日（木） 第131回監事会     総務課
   

　　　   １８日（土） 第208回理事会     総務課
   

　３月 １８日（土） 第59回通常総会     総務課
   （会場：福井県国際交流会館）

※本誌の発行日によって記載している行事が終了している場合や、記載がない行事が実施される場合、また
　詳細が未定のものは変更される場合がありますのでご了承下さい。

平成29年1月23日付けの日本政策金融公庫 農林水産事業の農業基盤整備資金貸付利率についてお知らせします。
問い合わせ先：(株)日本政策金融公庫福井支店  TEL:0776-33-2385   HP: http://www.jfc.go.jp/a/

〒910-0014 福井県福井市幾久町８番17号 (FAX) 0776-24-1400   http://www.midorinet-fukui.jp

 総務課、企画開発課  (TEL) 0776-23-7777　　soumu@midorinet-fukui.jp
 土地改良課   (TEL) 0776-23-7775　　jigyo4f@midorinet-fukui.jp
  （管理・情報担当、水土保全･基幹水利･多面的機能支払交付金担当、地籍・換地担当、水土総合強化センター）
 計画設計課　　　　　　　　　　  
 環境計画課
  （農村環境分析センター）   (TEL) 0776-23-8560  
 嶺南事務所　 〒919-1556 福井県三方上中郡若狭町玉置11-58  (TEL/FAX) 0770-57-2727

発行所　福井県土地改良事業団体連合会　　編集兼発行責任者　坪田洋次

水土里ネットふくい（福井県土地改良事業団体連合会）の連絡先

農業基盤整備資金利率のお知らせ

行　事　予　定
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(TEL) 0776-23-7776　　jigyo3f@midorinet-fukui.jp｝


